
制度概要

取引先の倒産や自然災害による被災など急激な経営環境の変化により経営の安定に支障を生じている中小企業
者に対し、資金の融通の円滑化による資金繰り支援を行い、当該中小企業者の経営の安定を図ることを目的とす
る。

県内で事業を継続して行い、県税を完納している中小企業者であって、次の（１）から（３）のいずれか
に該当する者。
（１）連鎖倒産防止資金
　①倒産企業に売掛金債権等の債権を有する者。
　②知事が特に認めた企業に売掛金債権等の債権を有する者。
　※倒産企業とは、破産、民事再生等の法的整理手続開始の申立を行った企業及び銀行取引停止
　　処分を受けた企業をいう。
　※売掛金債権等とは、売掛金（未収金を含む。）債権、前渡金返還請求権、手形債権などの商品取
　　引、役務の提供等に係る債権とし、貸付金は含まない。
（２）災害復旧支援資金
　台風、水害等の自然災害により事業所、商品、原材料等に被害を被った者。
　※火災、交通事故等による被害は対象とならない。
（３）環境変化対策資金
　その他特別の事由による経営環境の変化により、経営の安定に支障が生じている者。
　※特別の事由は、発生の影響を勘案し知事が認定する。
　※環境変化対策資金の資格要件等は、特別の事由ごとに、別に作成した制度概要のとおり。

（１）連鎖倒産防止資金：連鎖倒産を防止するための運転資金
（２）災害復旧支援資金：災害復旧に必要な設備資金及び運転資金
（３）環境変化対策資金：経営環境の変化により生じた、経営の安定のために必要な設備資金及び運
転資金

貸付限度額

（１）連鎖倒産防止資金　　３，０００万円以内　（ただし、売掛金債権等の債権額を限度とする。）
（２）災害復旧支援資金　　３，０００万円以内
（３）環境変化対策資金　一般分１０，０００万円以内　セーフティーネット利用分１０，０００万円以内
※各々の資金について、貸付限度額までの利用が可能。

保証期間
運転資金　　７年以内　（うち据置　１年以内）
設備資金　１０年以内　（うち据置　２年以内）
ただし、環境変化対策資金の場合は１０年以内（うち据置２年以内）

返済方法 原則として、分割返済

貸付形式 原則として、証書貸付

担 保 必要に応じて徴求する

保 証 人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要

貸付利率 年１．３０％　（環境変化対策資金については、特別の事由が発生した際に、県が定めた利率）

基準料率
①無担保保険・普通保険（一般関係）に係る保証の場合　年０．４５％～１．９０％
②セーフティネット保証１～４、６号の場合　年０．８０％
③セーフティネット保証５、７～８号の場合　年０．７５％

適用料率
①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引（０．１０％）を適用する。
②物的担保の提供がある場合は、有担保割引（０．１０％）を適用する。
　ただし、セーフティネット保証を除く。

保証料補助

県が以下の補助を行う。
①無担保保険・普通保険（一般関係）に係る保証の場合　年０．４０％～１．００％
②セーフティネット保証の場合　年０．７５％
ただし、長崎県新型コロナウイルス感染症対応資金保証等国からの保証料補助がある既保証の借換えを含む場
合、上記①について年0.10％～0.60％、②について年0.35％

取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象
ただし、セーフティネット保証１～４、６号を利用する場合は対象外

商工組合中央金庫、十八親和銀行、長崎銀行、佐賀銀行、西日本シティ銀行、福岡銀行、北九州銀行、肥後銀
行、三菱ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、佐賀共栄銀行、たちばな信用金庫、九州ひぜん信用金庫、伊
万里信用金庫、福江信用組合、長崎三菱信用組合、長崎県医師信用組合、近畿産業信用組合、西海みずき信
用組合

①連鎖倒産防止資金の場合は、売掛金債権等の債権額が確認できる書類
②災害復旧支援資金の場合は、自治体が発行する「罹災証明書」等の被災証明書
③環境変化対策資金の場合は、県が定める書類
④セーフティネット保証を利用する場合は、中小企業信用保険法第２条第５項各号の規定に基づく市
　町長の認定書
⑤県税の納税証明書（未納がない旨のもの）
⑥その他保証協会が必要とする書類

①連鎖倒産防止資金の貸付限度額には、平成２２年３月に廃止した長崎県連鎖倒産防止資金保証
　（略称：県倒産）に係る貸付残高を含む。ただし、大型倒産関連資金（「県倒産（Ｈ２０大型）」）は含まない。
②セーフティネット保証４号（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）又は５号を利用した場合、半期に一度、
　業況報告書の提出が必要。ただし、セーフティネット保証５号であって、保証金額１，２５０万円以下、期間１年以
　内、平成３０年４月１日以降保証申込受付した保証を除く。

平成２２年４月１日　創設　　　令和　５年　４月　１日　最終改正
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長崎県緊急資金繰り支援資金保証　（略称：県緊急支援）
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制度概要

新型コロナウイルス感染症拡大による環境変化

県内で事業を継続して行い、県税を完納している中小企業者であって、上記の特別の事由
による経営環境の変化により、経営の安定に支障が生じている者であって、次の①から③の
いずれかに該当すること。なお、特別の事由は、発生の影響を勘案し知事が認定する。
　
　　①最近1ヶ月間の売上高等が前年同期比で減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む
　　　3ヶ月間の売上高等が前年同期比で減少することが見込まれること
　　②セーフティネット保証4号の認定（新型コロナウイルス感染症にかかるものに限る）を
　　　受けていること
　　③セーフティネット保証5号の認定を受けていること

経営環境の変化により生じた、経営の安定のために必要な設備資金及び運転資金

貸付限度額
一般分１０，０００万円以内　セーフティーネット利用分１０，０００万円以内
※県支援・原油と合算して上記限度額以内
　「熊本地震の影響」と「観光客（韓国）の減少」、「新型コロナウイルスの影響」は各々別枠

保証期間 １０年以内（うち据置２年以内）

返済方法 原則として、分割返済

貸付形式 原則として、証書貸付

担 保 必要に応じて徴求する

保 証 人 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要

貸付利率 年１．３０％

基準料率
①無担保保険・普通保険（一般関係）に係る保証の場合　年０．４５％～１．９０％
②セーフティネット保証４号の場合　年０．８０％
③セーフティネット保証５号の場合　年０．７５％

適用料率
①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引（０．１０％）を適用する。
②物的担保の提供がある場合は、有担保割引（０．１０％）を適用する。
　ただし、セーフティネット保証を除く。

保証料補助

県が以下の補助を行う。
①無担保保険・普通保険（一般関係）に係る保証の場合　年０．４０％～１．００％
②セーフティネット保証4号の場合　年０．７５％
③セーフティネット保証5号の場合　年０．７５％
　ただし、長崎県新型コロナウイルス感染症対応資金保証等国からの保証料補助がある既保証の借
換えを含む場合、上記①について年０．１０％～０．６０％、②及び③については年０．３５％

取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象
ただし、セーフティネット保証４号を利用する場合は対象外

商工組合中央金庫、十八親和銀行、長崎銀行、佐賀銀行、西日本シティ銀行、福岡銀行、北九州銀
行、肥後銀行、三菱ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、佐賀共栄銀行、たちばな信用金庫、九
州ひぜん信用金庫、伊万里信用金庫、福江信用組合、長崎三菱信用組合、長崎県医師信用組合、
近畿産業信用組合、西海みずき信用組合

①　保証の対象①場合は、県が定める確認書
②　セーフティネット保証4号、5号を利用する場合は、中小企業信用保険法第２条第５項の規定
　　　に基づく市町長の認定書
③　県税の納税証明書（未納がない旨のもの）
④　その他保証協会が必要とする書類

①　取扱期間は令和2年3月2日から令和6年3月31保証申込受付分まで
②　申込書の保証制度名欄は「県支援・コロナ」と記載
③令和4年10月1日以降の保証申込について、セーフティネット保証４号（新型コロナウイルス感染症
　に係るものに限る）を利用した場合、半期に一度、業況報告書の提出が必要。
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長崎県緊急資金繰り支援資金保証　（略称：県支援・コロナ）
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R5.4.1 長崎県信用保証協会



制度概要

原油価格及び原材料価格の高騰による環境変化

県内で事業を継続して行い、県税を完納している中小企業者であって、上記の特別の事由
による経営環境の変化により、経営の安定に支障が生じている者であって、次の①から③の
いずれかに該当すること。なお、特別の事由は、発生の影響を勘案し知事が認定する。
　
　　①原油価格及び原材料価格高騰に起因して、最近3か月間の売上高等が前年同期比
　　　　で減少していること
　　②原油価格及び原材料価格高騰に起因して、最近3か月間の月平均売上高総利益額
　　　　（粗利益）が、前年同期比で５％以上減少していること
　　③セーフティネット保証5号の認定を受けていること
　　　　※新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の運用緩和されたものを除く

経営環境の変化により生じた、経営の安定のために必要な設備資金及び運転資金

貸付限度額
一般分１０，０００万円以内　セーフティーネット利用分１０，０００万円以内
※県支援・コロナと合算して上記限度額以内

保証期間 １０年以内（うち据置２年以内）

返済方法 原則として、分割返済

貸付形式 原則として、証書貸付

担 保 必要に応じて徴求する

保 証 人 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要

貸付利率 年１．３０％

基準料率
①無担保保険・普通保険（一般関係）に係る保証の場合　年０．４５％～１．９０％
②セーフティネット保証５号の場合　年０．７５％

適用料率
①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引（０．１０％）を適用する。
②物的担保の提供がある場合は、有担保割引（０．１０％）を適用する。
　ただし、セーフティネット保証を除く。

保証料補助

県が以下の補助を行う。
①無担保保険・普通保険（一般関係）に係る保証の場合　年０．４０％～１．００％
②セーフティネット保証の場合　年０．７５％
ただし、長崎県新型コロナウイルス感染症対応資金保証等国からの保証料補助がある既保証の借換
えを含む場合、上記①について年０．１０％～０．６０％、②について年０．３５％

取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象

商工組合中央金庫、十八親和銀行、長崎銀行、佐賀銀行、西日本シティ銀行、福岡銀行、北九州銀
行、肥後銀行、三菱ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、佐賀共栄銀行、たちばな信用金庫、九
州ひぜん信用金庫、伊万里信用金庫、福江信用組合、長崎三菱信用組合、長崎県医師信用組合、
近畿産業信用組合、西海みずき信用組合

①　保証の対象①または②の場合は、県が定める確認書
②　セーフティネット保証5号を利用する場合は、中小企業信用保険法第２条第５項の規定
　　　に基づく市町長の認定書
③　県税の納税証明書（未納がない旨のもの）
④　その他保証協会が必要とする書類

①　取扱期間は令和4年6月15日から令和6年3月31日の保証申込受付分まで
②　申込書の保証制度名欄は「県支援・原油」と記載
③令和4年10月1日以降の保証申込について、セーフティネット保証４号（新型コロナウイルス感染症
　に係るものに限る）を利用した場合、半期に一度、業況報告書の提出が必要。

責 任 共 有

取扱金融機関

申 込 時
添 付 書 類

留 意 事 項

長崎県緊急資金繰り支援資金保証　（略称：県支援・原油）

特別の事由

保証の対象

（資格要件）

対 象 資 金

保
証
条
件

保
証
料
率

R5.4.1 長崎県信用保証協会


